
●個人情報を取り扱う事務の届出
　市の実施機関は、個人情報を取り扱う事務における取
得・利用状況等を明らかにするため、個人情報取扱事務
の届出が義務付けられています。昨年度末での取扱事務
の登録数は【表₂】のとおりです。

●保有個人情報の開示等の状況
　市の実施機関が保有する市民の皆さんの自己の個人情
報について、開示・訂正・利用停止の請求ができます。
昨年度は開示請求を１３９件受け付け、開示が 77 件、部分
開示が 56 件、不開示が６件でした。内容の主なものは【表
₃】のとおりです。詳細は市ホームページをご覧ください。

●個人情報の収集 ･利用の制限
　市民の皆さんの個人情報は、本人同意や法令等に定め
があるとき、市民の皆さんの生命等の保護のため、緊急かつやむを得ないとき等を除いて本人から直接取得
することとなっています。
　また、届出した利用目的の範囲を超えた個人情報の利用や、実施機関以外のものへの個人情報の提供は、
本人同意や法令等の定め、審議会で公益上必要と認められたときなどを除いて禁止されています。

情報公開制度･
個人情報保護制度の運用状況

【表₁】情報公開制度の受付内容の例示
校庭芝生化工事（鴻巣中央小学校）設計書 公開
小学校給食の食材とその産地、商品名及
び納入業者が分かる書類 公開

平成24年度から平成27年度までに鴻巣市
から国の関係省庁に提出された上尾道路
整備に関する要望書

公開

平成27年３・４月の保育所保育料の所得
階層別人数 公開

平成25年１月１日から平成27年12月31日
までに新しく付定された住居表示台帳 部分公開

鴻巣市内の空き家状況（町内別戸数） 公開

【表₂】個人情報取扱事務の届出状況
実施機関 平成27年度末登録数

市長 ９32
教育委員会 1０5
選挙管理委員会 13
監査委員 3
農業委員会 5
固定資産評価審査委員会 1
議会 7
合計 １, ０６６

【表₃】保有個人情報開示請求内容の例示
身体障害者診断書・意見書 開示
要介護認定調査票 部分開示

戸籍謄抄本交付申請書 不開示(対象文書不
存在)

　市政情報の公開を求める権利を保障し、開かれた市政を推進するための｢情報公開
制度｣と、市民の皆さんの個人情報の適正な取り扱いについて基本的なルールを定め
た｢個人情報保護制度｣を平成₅年₄月から実施しています。今回は、平成27年度の制
度の運用状況をお知らせします。
問い合わせ／総務課（内線２２９８）

情報公開制度

個人情報保護制度

制度の利用方法

　市の活動を説明し、市政に参加していただくため、実
施機関が保有する文書を公開する制度です。
　ただし、個人情報、法人や事業を営む個人に関する情
報で、公開することにより権利や利益を害するおそれの
あるもの等は、公開しません。昨年度は受付件数２４８件に
対し、公開が１２３件、部分公開が6４件、非公開が61件でし
た。内容の主なものは【表１】のとおりです。詳細は市ホー
ムページをご覧ください。

　市政情報の公開又は自己の個人情報の開示などを請求する場合は、情報を保有する課、総務課又は両支所
地域グループにお越しください（市政情報の公開請求は、ＦＡＸや郵送でも可）。
　なお、自己の個人情報の開示等を請求する場合は、運転免許証等の写真付きの身分証明書が必要です。市
役所新館２階の市政情報コーナーでは、市政情報の検索資料や、行政委員会や審議会等の会議録、個人情報
取扱事務届出書を設置していますのでご活用ください。
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